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令和４年７月号 浜田警察署沿岸警備協力会

沿岸警備協力会より
これからも、

『沿岸部における犯罪防止
にご協力ください』

【海上保安部と合同沿岸パトロールの実施】

令和４年６月１８日に浜田港周辺で、浜田警察署沿岸警備協力会事務局
・浜田海上保安部と合同沿岸パトロールを実施しました。
海上保安部の巡視艇「やなかぜ」に乗船し、ライフジャケットの着用・密漁
等を発見した際の通報依頼・沿岸部での環境保全について釣りをしている
方々に呼びかけを行いました。

沿岸部で不審な人・船・物を見かけた際は、
１１０番 または 浜田警察署(0855-22-0110)へ通報をお願いします。

No.１

☆ 不審な人
人気のない海岸で夜間海に向かって合図をしている人、

漁港や海岸付近を調べたり、ウロウロしている挙動不審な
人など
☆ 不審な船
夜間灯りを点けずに航行する船、岩陰に隠れるように停

泊している船など
☆ 不審な物

海岸に漂着した漂流ゴミには、危険な医療性廃棄物や
毒劇物等が含まれている可能性があります。


